
令 和 元 年 １ ０ 月 ２ ３ 日 

水 管 理 ・ 国 土 保 全 局治 水 課 

 
 

権限代行により宮城県管理河川の堤防決壊箇所の 
応急復旧を国が緊急的に実施 

 

 

 

 

○河川の名称 阿武隈川水系内川、五福谷川、新川 

○堤防決壊箇所 内  川：宮城県丸森町
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○内    容 堤防決壊箇所の応急復旧 

○開  始  日 令和元年１０月２３日（水） 
 

宮城県管理区間の阿武
あ ぶ

隈川
く ま が わ

水系内川
う ち か わ

、五
ご

福
ふ く

谷川
や が わ

及び新川
し ん か わ

（丸森町
ま る も り ま ち

）では、
台風第１９号の記録的な大雨により、堤防が１８箇所決壊しました。 

次の出水時に甚大な被害が発生するおそれが極めて高い状況であるため、
１０月２３日（水）の宮城県知事からの要請を受け、国が権限代行により
堤防決壊箇所の応急復旧を実施します。 

【問い合わせ先】 

（権限代行に関すること）国土交通省水管理・国土保全局 治水課 

企画専門官  信田
し だ

 智
さとる

  （内線：35514） 

課長補佐   畑山
はたやま

 作
さく

栄
えい

  （内線：35564）  

代表：03-5253-8111 直通：03-5253-8451 FAX：03-5253-1604 

（工事に関すること）  国土交通省 東北地方整備局 河川部 河川工事課 

課長     安部
あ べ

 剛
つよし

   （内線：3711） 

課長補佐   渡辺
わたなべ

 敏彦
としひこ

  （内線：3712） 

            代表：022-225-2171 

同時発表：東北地方整備局 

 

 
台風第１９号

関連 


